
- 1 - 

審議会等の会議録 

会議の名称 平成２９年度第１回座間市地域保健福祉サービス推進委員会 

開 催 日 時 平成２９年１２月１９日（火）午前９時３０分～１１時００分 

開 催 場 所 総合福祉センター ２階 会議室 

出 席 者 

（委員） 

出席：鈴木孝幸委員、飛田昭委員、阿部正信委員、曽根齊委員、 

田中誠一委員、尾崎憲一委員、佐久間志保子委員、 

城条洋子委員、鈴木八千代委員、堀弘子委員、 

土屋暢子委員、長谷川昌夫委員 

欠席：中川正行委員、土屋光克委員、佐藤節子委員 

（市） 

健康部長、介護保険課長、保険係長、福祉部長、福祉長寿課長、 

主幹兼福祉総務係長、主幹兼長寿係長、福祉長寿課１人、障がい福祉

課長、障がい福祉係長 

事 務 局 福祉長寿課 

公開の可否 ☑公開  □一部公開  □非公開 傍聴人数 １人 

非公開・一部 

公開とした理由 

 

議   題 

⑴ 座間市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画の策定につい

て 

⑵ 座間市障害者計画・第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画の

策定について 

⑶ その他 

資料の名称 

⑴ 座間市高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計画策定に係る

基礎調査報告書 

⑵ 座間市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（素案） 

⑶ 座間市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（素案）概要

版 

⑷ 在宅介護実態調査の集計結果 

⑸ 座間市障害者計画第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画（平

成３０年度～３２年度）（素案） 

会議の内容 
初めに、平成２９年３月１９日（公募委員については平成２９年１０

月１日）をもって委員の任期満了のため、本会議の冒頭において新任及
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び再任の委員に委嘱状を交付し、委員、説明員、事務局の自己紹介を行

った。 

（事務局）平成２９年度第１回座間市地域保健福祉サービス推進委員会

の開会に当たりまして、福祉部長の秋山より御挨拶を申し上げます。 

≪福祉部長挨拶≫ 

（事務局）ありがとうございました。 

議題に移らせていただくに当たり、資料の御確認をお願いしたいと

存じます。 

順に、次第、委員名簿、座席表、本委員会規則、また議題⑴に関す

る資料としまして、 

・資料１ 座間市高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計画策

定に係る基礎調査報告書 

・資料２ 座間市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（素

案） 

・資料３ 座間市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（素

案）概要版 

以上の３点については、事前にお配りさせていただきました。 

この３点に加えて、 

・資料４ 在宅介護実態調査の集計結果 

を本日お配りしました。 

資料は以上でございます。不足している資料はございませんでしょ

うか。 

なお、議題⑵に関する資料は議題⑴終了後に配布します。 

 

それでは、議事に入ります前に何点か御許可をいただきたいと思い

ます。 

 

まず、座間市市民参加推進条例第１２条の規定により、本会議は公

開となっています。本日は傍聴者が１人おりますので、入室を御許可

いただきたいと思います。 

また、本日は委託業者が入室し、委員の御意見等を取りまとめるた

めに録音機を使用することを御許可いただきたいと思います。 

以上３点につきまして、座間市市民参加推進条例施行規則第７条第

２項及び第４項第２号に基づき、審議会の長の許可を受けることとさ

れておりますので、御許可いただけますでしょうか。 



- 3 - 

≪異議なし≫ 

それでは、異議なしと認め、委託業者の入室と録音機の使用を許可

します。 

（事務局）ありがとうございます。続いて、次第５ の会長、副会長の

選出に移ります。 

お手元に用意しました本委員会の規則を御覧ください。 

規則の第４条第１項で、会長、副会長につきましては「委員の互選

により定める」となっております。 

御意見のある方は、恐れ入りますが挙手の上、御発言を頂ければと

存じます。 

（阿部委員）会長に飛田委員、副会長に田中委員を推薦したいと思いま

す。 

（事務局）只今、阿部委員より委員長に飛田委員、副委員長に田中委員

の御推薦がありましたが、他に御推薦等はございますでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

（事務局）それでは皆様の温かい拍手をもって選任とさせていただきた

いと思います。 

ありがとうございました。それでは飛田会長、田中副会長におかれ

ましては会長席の方へ移動をお願いしたいと思います。 

 

（事務局）健康部長が参りましたので、紹介の方をさせていただきたい

と思います。 

 

<<健康部長挨拶>> 

 

（事務局）傍聴の方はここで入室していただくことになります。 

本日は中川委員、土屋委員、佐藤委員の３名の方から御欠席との御

連絡をいただいておりますが、地域保健福祉サービス推進委員会の規

則第５条第２項の規定により委員の過半数の出席により本会が成立し

ていることを御報告申し上げ、議事の進行を会長にお願いしたいと存

じます。会長よろしくお願いいたします。 

 

≪会長、副会長挨拶≫ 
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（会長）本日の進め方ですが、まず議案⑴について論議をさせていただ

き、その後一同休憩をとりまして議案⑵について論議し、最後に議案

⑶その他、そして事務局及び皆様からの連絡事項等あるか伺いたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

（会長）それでは、早速議題に入りたいと思います。 

「議題⑴座間市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画の策

定」について、事務局から説明を願います。 

≪福祉長寿課説明≫資料⑴～⑷に基づき説明 

・ 当初のスケジュールではこの地域保健福祉サービス推進委員会は8

月、１１月に開催する事となっていた。事務局が見込んでいたアンケ

ートのボリュームが思っていたよりも多く、集計をとるのに時間を要

したために１２月の開催となった。 

・ アンケート調査を１月３０日から２月１５日にかけて実施したと

ころ全体で８,５４４件に対し、５,９００件の回答があり、回答

率６９．１％となった。 

・ 一般高齢者については、現在の居住区に住み続けたい希望が８

２．２％、住まいに関する支援では、手すりや段差回収の支援、

緊急通報装置の設置、住まいの防犯設備設置の支援の順で高くな

っており、将来にわたり快適に暮らせる住環境が求められてい

る。 

・ 自分の健康状態に関しては８１．４％が健康と感じている。 

・ 在宅生活を支えるサービス基盤の整備としては、サービス内容等

の周知を図るとともに高齢者のニーズに合わせて多様で柔軟なサ

ービスを提供する地域密着型サービスの充実が求められている 

・ 一般市民について、在宅継続のための介護支援体制づくりや若年

期からの生活習慣病予防の取り組み、また世代を超えてともに支

えあう地域づくりが求められている 

・ 施設入所の理由は、「介護者がいない」が最多だが、核家族化や

家族関係の希薄化が問題視されており、施設入所に頼らなくても

在宅介護が楽に続けられるよう在宅介護を支える家族等介護者へ

の支援が重要である 
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・ 介護サービス提供事業者について、介護サービスの基盤整備とし

て高齢者ができる限り住み慣れた地域で生活を継続できるように

介護サービスの充実を促進する必要がある。また、サービスの質

の維持、向上に向けて、意見交換や相談支援の場といった機会づ

くりや、専門職の確保、人材育成も課題となっている 

・ ケアマネージャーについて、利用者本人の自立支援を意識したケ

アマネジメントが求められ、また在宅医療と介護の連携あるいは

地域包括支援センターとの連携も重要な課題となっている。 

・ 資料４として配布した「在宅介護実態調査の集計結果」につい

て、個人情報を使用して集計している点や、資料１のアンケート

結果が公表されることから、この補助資料は広く公表を行わずに

本委員会限りの補助的性格としての資料として提示した。 

・ 「夜間の排泄」および「認知症状の対応」「外出の付き添い・送

迎」への不安が大きい傾向にあり、これらの不安を軽減する支援

サービスの検討が必要と考えられる。 

・ 介護者の就労状況等多様な状況に合わせた柔軟なサービス利用が

必要となるため、介護保険サービスだけではなく、保険外サービ

スも含めた情報提供、支援、サービスの検討が必要と考えられ

る。 

・ 保険外の支援・サービスを中心とした地域資源の整備について、

「利用していない」が最も多く、「掃除・洗濯」「外出同行」

「移送サービス」の順となっており、いずれも１０％台となって

いる。 

・ 在宅生活に必要と感じる支援・サービスについては「移送サービ

ス」「外出同行」「掃除・洗濯」となっている。 

・ 将来の世帯類型の変化に応じた支援・サービスの提供体制につい

て、介護度が重症化、認知症自立度が高くなる状況で、単身世帯

では「検討中」「申請済み」の割合が高く、夫婦世帯及びその他

世帯では「検討していない」割合が高い傾向がある。 

・ 介護と医療、両方の支援を必要とする在宅療養者が増加すること

が見込まれるため、在宅医療・介護連携の強化を関係者間で図る

必要がある 

・ 認知症自立度別の在宅生活の継続に必要と考えられる支援・サー

ビスについてはおおむね「外出同行」「移送サービス」の割合が

高く、単身世帯では「掃除・洗濯」の割合も高い状況となってい
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る。 

・ 素案の第１章、第２章は、現行のものと構成上変更はない。 

・ 地域ケアシステムの構築、並びに介護保険事業の安定的な運営を

目標としており、課題として①在宅医療介護連携の推進②認知症

施策の推進③地域における自立した日常生活の支援④高齢者の居

住安定に係る施策の連携⑤その他サービスの周知等、の５点を挙

げている。 

・ 基本理念は現行のものと変えない。計画目標については、①地域包括

ケアシステムの深化・推進②介護保険制度の安定的・持続的な運営、

の２つに分けてある。 

・ 地域包括ケアシステムの深化・推進ついて、日常生活圏域を基本

に、①自立支援・重度化防止に向けた機能の強化②在宅医療・介

護連携の推進③地域共生社会の実現に向けた取組みの推進等、に

向けて取り組むこととしている。 

・ 介護保険制度の安定的・持続的な運営について、ケアプランの点検事

業や市で指定する介護保険事業所への実地指導など、適正な介護給付

と介護保険料の賦課徴収に努める。 

・ 第５章は介護サービス量の見込みを中心とした内容になっている。 

・ 第６章は、現行と同じ内容となっている。 

・ 素案に対して委員の皆様からの意見等を反映させて、１２月２２

日からパブリックコメントを実施する予定となっている。 

 

（会長）ありがとうございました。 

内容についても説明いただきましたが、御意見、御質問のある方は

いますか。 

（堀委員）高齢者の居住安定に係るところの不動産の説明を聞いてもら

えるサポーターとはどういう人なのでしょうか。 

移送サービスの利用率が横ばいであることについて、移送サービス

の料金は高額な印象があるので、周知するだけでは、なかなか利用は

増えないのではないかと思います。 

医療と福祉の連携の拠点づくりについて載せた方が良いのではない

ではないかと思います。 

地域包括ケア会議、在宅医療推進協議会の両方が月１回開催となる

と関係者は月２回会議に集まることになり大変なのではないでしょう

か 
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（長寿係長）サポーターには、相談会に来た方が不動産屋に行くのが不

安だという場合にボランティア２人にお願いして、不動産屋へ同行し

て話を聞いていただいている。 

移送サービスについて、市でやっている移送サービスは、福祉車両

を使う移送サービスになっているので、車椅子やストレッチャーを使

う方に限られていますので、介護度の重い方が対象になっておりま

す。軽い方に対する移送サービスは現在行っておりません。 

移送サービスは、５キロ未満だと片道８００円往復１，６００円で

利用できるようになっております。 

（介護保険課長）医師会に委託して連携拠点として支援室を設置させて

いただいており、今年度は準備室という名称で平成３０年度から本格

的に支援室として運営する予定です。明確に支援室というところを計

画に載せた方が良いかは、御意見として検討させていただいて次回の

委員会でお示しできれば、と思います。 

また地域包括ケア会議と在宅医療推進協議会。定例で毎月１回、同

じ委員さんが両方の委員会の委員さんになっており、地域包括ケア会

議及び在宅医療推進協議会という位置付けで毎月定例の１回の会議の

中で両方の会議を開催させていただいています。月１回が多いか少な

いかについては、集まっている多職種の委員さんからは積極的な御意

見を頂いて、そういった中で活発に活動できている会議なのかなとい

う認識ではおります。今現在は月１回でわりと充実した内容になって

いるのかなという認識でおります。 

（堀委員）５キロ未満８００円というのは民間の福祉車両と言う事です

か。 

（長寿係長）民間とは別で、市から市内のＮＰＯ法人にお願いしていま

す。 

（佐久間委員）資料２の１４ページについて、今、介護人材をいかに増

やすかがすごく課題でもあって、ただ建物だけ建てたり、事業所だけあっ

ても、そこがうまくいかないとやはり安定的に利用者の方も利用できない

のではないかなと思います。その辺はどのように市としては考えているの

でしょうか。 

（介護保険課長）介護人材のところにつきましては、大変難しい部分で

あるという認識はございます。座間市に限ったことではなく全国的に

人材不足とされている中で、今現在市としては、人材育成支援事業と

いうものに取り組んでいます。 
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これは、資格を取った方に対し補助を出す制度ですけれども、実状

としては自己負担もかかってくる部分があるので、そこに手を挙げて

補助を申請していただける方がいないという現状です。 

市の取組みとしては、なんとか支援したいというところはあります

けれども、どうしても限界があるのかな、と思っており、そのような

ところも今後いかに上手く周知していくかということも課題だという

認識はありますので、引き続き検討していきたいと思います。 

（佐久間）リタイアされた方達に研修をして、施設での話しかけ等のサ

ービスをして頂くという流れがありますが、そのような取組みとかは

ないのでしょうか？ 

研修を何時間してという風にして施設の中で本当に介護を専門的に

するのではなくて、見守り、話しかけ、車椅子を押す、といった取り

組みをする流れも今始まってきています。小田原では自前でやってい

たり、色々なところがそういった取り組みを自前でやっています。 

（堀）ベルホームの施設長、アガぺセンターの施設長がいるので、介護

保険の実地指導に行って一番最初に必ず聞くのが、離職がどのくらい

ありますか、と聞くことが多いです。やはり安定したサービスの提供

をしたり、質をあげたりするためには、色々な制度が入って加算も入

っているが、人が整っていないと現実的には無理だな、と思うことが

多いので、施設で長くやってもらうために施設側が努力していること

を聞かせてもらいたいです。 

（尾崎）私共の方では、７～８年位前からＥＰＡで介護福祉士候補生で

来ているインドネシアの子を受け入れたり、行政でも介護人材につい

ては御協力いただいている部分があるのですが、正直間に合わない、

というところで、介護の資格を施設の中で育成教育していこうという

取り組みにＥＰＡを受け入れる頃から変えさせて頂いていて、それに

あたっては神奈川県の教育支援の助成金等、色々な助成金を使いなが

ら社内教育を充実させています。介護人材がいない、離職率が高い、

と話を伺うが、正直うちの施設は、離職率が介護だけでいうと５パー

セント未満。介護に関わっている職員が７０名ほどいるが、平均の在

職年数は６年を超えてきている。助成金を申請ながらと言う事も含め

て、介護福祉士の資格取得を進めていて、私がベルホームに入職した

当時は加算の関係でも介護福祉士というものに関してあまり当たって

なかったというところがあるのですけれども、そのあとは介護福祉士

が施設の中でどのくらいの割合がいないと負担が取れないよというよ
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うな加算があるのもありまして、勉強させてきたというところで今６

０パーセント程ですね、４０数名の職員が介護福祉士の資格を取っ

て、インドネシアの子も２名受かって、帰ってしまう子もいるんです

が、引き続き施設の中で継続して働いてる子もいる、というような状

況です。 

他の所を聞くとやはり皆さんどんな取組みをしているのかというの

がなかなか教えてくれない所もあるのですけれども、ベルホームの実

態だけで言うとちょっと世の中の流れと逆に、企業努力させていただ

いた部分が沢山あったというところも含めて、離職率がほぼ介護分野

ですが少ない。資格取得者も増えてきて、平均勤続年数も増えてき

て、というような状況でさせていただいてるというような感じです。 

他の所の参考になるかは分からないですが、早めに早めに取組みさ

せていただいたという結果が現状になっているのかなと思います。 

（副会長）ベルホームさんは高齢関係で、私は障がい関係なのですけど

も、離職率はほぼ０に等しい。０とは言いませんけども、２パーセン

トほどです。というのは、本当に常勤職員も非常勤職員も辞める職員

はほとんどいない。ただ、ここへきて一番困っているのは常勤職員の

いわゆる結婚後の出産。妊娠をすると、産前産後で現実的に１４週間

の公の休暇に入りますよね。いわゆる育児休業が、現実に、うちの規

定では３年取れる。ただ、健康保険組合の企業保障が１年半なので、

その間にほとんど戻ってきます。戻る時に常勤で戻ってくる職員と、

非常勤で時間を自由にさせてくださいという申し出がある。ただ、そ

このマッチングが非常に難しい。 

様々な障害福祉サービスを提供させていただいてますけれども、う

まくマッチングが出来る時と出来ない時、空きの問題がありますの

で、そういったところが大きな課題。うちは事務所も兼ねてますか

ら、産前休暇に入る時に職員に一応面接をして、復職についてどのよ

うに考えてますかと一応意向を聞いて、こうですと言われると、その

時に事前に分かったら前もって早く連絡を下さい、こちらもその時の

情報をちゃんとお伝えしますから、と話をしています。ですから今年

の４月に育児休業を取得して戻ってきた人間が変則なのですが、７時

からの早番あり、夕方８時までの勤務という形でその人だけ変則にし

て夜勤なしで常勤で勤めてます。 

あと常勤で今、実は今年ものすごく産休に入りまして、職員が多い

と、特に女性職員が多いと、そういったところが一番大きな課題で実
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は今回の第７期の計画の第５章２-８に介護人材の確保という見出し

が出ていますよね。具体的に今後計画の中でどのような形が出てくる

のか、ある意味期待感を持っていたのですけども、佐久間先生の方か

ら質問していただき、堀さんから追随してお話があったわけですけれ

ども、正直言って、これは一地方自治体だとか、事業所の問題ではな

いと思います。基本的には国がいかにちゃんとこの問題に取り組むか

ということだと思っています。それはなぜかというと、報酬体系でみ

ていただくとわかると思いますが全て加算です。本体のところは何も

いじっていないです。全部加算です。加算はいつでもとれてしまう。 

来年の４月から、介護保険もそうですし、障がい関係もそうなので

すが、報酬単価も３年ごとの見直しで新しく来年の４月からなるんで

すけれども、障害関係の一番今大きな社会保障審議会の中の攻防がサ

ービス推進費をどうするか。それはどういうことかというと通所施設

の場合に給食に伴う管理費、人件費を国がサービス加算として一人１

日３００円出している。それを、厚労省は取りたくないとしている

が、財務省は絶対取ると、予算つけない、としている。年末年始は非

常にそこが大きな攻防になると思います。それがもしなくなると、通

所関係のところはたぶん給食提供ができなくなると思います。それは

なぜかというと今収入に応じて材料費の実費を見ながらもらっていま

す。それが光熱費含めて基本的に国の試算では４２０円かかるのです

が、事業所は１２０円、サービス推進費から３００円出しています。

それがなくなってしまうと全額事業所がそれを負担できるか、と言っ

たらまず基本的に困難ではないか、と思います。せっかく働いて得た

事業者さんの収入がみんなお昼代に消えてしまう、場合によっては足

りなくなると、または家からお弁当を持ってこなくてはいけない、家

族が作ってくれるか、または仕出し弁当屋で取った場合に食育の問題

が本当にそれでいいのか、といったところを国がちゃんと考えてない

のです。私はそこが一番大きな問題だと思っております。 

（佐久間委員）全然違うところで申し訳ありません。 

資料４のＰ８５～Ｐ８８のグラフのところに「ゴミ出し」というの

がでてくるのですよね。パーセンテージはそんなに上位じゃないこの

ゴミ出しの部分が必要と感じる支援だと出ております。 

これは訪問介護にも入らない、朝早いのかとかそういうことでゴミ

出し単独で、ここがとても必要なサービスというか支援という風に考

えていらっしゃるのであれば、これをたとえば地域の中でボランティ
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ア的にやるとか、社協さんが中心とか自治会さんとかそういうところ

で下におろしていけるものでもないのでしょうかねと思いました。 

（堀委員）資料２のＰ２８の多様な主体による生活支援サービスの重層

的な提供のイメージ図がとてもいいなと思ったのですけど、是非ゴミ

出しなんかも先ほどおっしゃたように自治会単位の圏域に入ったらい

いのかなと思いながら今聞いていました。 

あと逆に中学校単位のところに「移動販売」とか「食材配達」とか

面白いなと思ったのですけど、これは民間さんがそういう補助をこれ

からどんどんやっていくだろうということで入れられてるのかなとい

うところで、どんなふうに現実的に進むのかな、と思いました。この

「家事援助」というところでゴミ出しとかも入ればいいのかなと思っ

たのですけれども、この自治会単位のイメージってどんな風に進めて

いく予定なのかな、と思いました。 

（事務局）佐久間委員さん、それから堀委員さんから御質問いただいた

ことに答えさせていただきます。 

堀委員さんから資料２のＰ２８のイメージにつきましてはですね、

現在の第６期の計画の期間中に生活支援の体制づくりということで、

市全体のことも考えて行こうという生活支援体制整備協議体というこ

とで自治会それから民生委員、老人クラブ、ＮＰＯ法人をはじめとし

た方に御参加いただいて協議を始めているところです。 

その中の議題として家事援助をあげさせていただくことがあるかと

思います。同じくゴミ出しについても検討させていただくことになろ

うかと思います。 

（鈴木委員）今のゴミ出しの件で、他市で安否確認をしながら個別に収

集しているところもあるのです。こういう大きな計画の中だけじゃな

くて、全体としてどう考えるか、というところも一つ視点として入れ

ておかなければいけないかなと考えています。 

ですので、他市のこういう事例もあるので、ボランティアとかNPO

とかって聞くと結構大変なので、そういう仕組みを作ってやるってい

うのも全体として見た方がいいかなと思っています。 

（堀委員）意見なのですけど、テレビで見てお話を聞いたことがあるの

ですが、共に生きる社会という形で、小学生から全部教育を、と言わ

れてる部分と十和田市の話を聞いたときに住民１人１ボランティアと

いうのがあって、必ず全員が、小学生でもゴミ拾いをしたり、何か声

掛けをしたり、何かすることでボランティアとして参加できるという
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ことをすごく進めていたのですね。視察に行ってお話を聞いてきたん

ですけれども、やはり、そこの話を聞いたときに、先ほどのゴミ出し

ではないですが、場所によりけりかもしれないですけど、同じ団地に

住んでるならそこの高齢の方とそこの子供たちが交流する場があっ

て、朝通学する前にトントンしてゴミ出しをしてあげるといったこと

をすごく進めていて、子どもは子どもでその役割があるということと

で喜ばれるということ、学校でもみんな喜んであげるといったところ

があってすごく子供の成長にも役立っている、というところがあった

ので、地域全体で子供を育てるという意味でも、あと高齢者との交

流、障害者との交流とかも含めてやれたらいいのではないかな、と思

ったのですが。 

（会長）今御意見を頂きましたが、介護保険課長いかがですか。 

（介護保険課長）参考になる意見をいただいて、ありがとうございま

す。 

良い取り組みだと思いますので、その辺は私どもの方でも全く考え

ていないというわけではなくて、地域のコミュニティの醸成の中で、

アンケートの中にも出ているのですが、コミュニティの関係の希薄性

というところが薄れてきているのかな、というところも見受けられる

中で、地域の中で、ある一つの地域の中でそういう取り組みをしてい

ただいてもいいと思います。それがだんだん市内に広がっていくと

か、そういった形で先ほど係長が申し上げました協議体という組織も

活用しながら検討を進めていきたいと思っております。 

（鈴木孝幸委員）まず、質問ですけれども、この中の計画いろいろ拝見

しますと周知していくという言葉がいっぱい出てきます。周知の方法

はどうなるのだろう、と見ていったのですけれども、周知の方法が記

載されていないです。だから、どのような形で色々な意味で各種の事

業などを周知するのかというのが質問です。 

２つ目は、災害時避難行動要支援者支援というところで、これ今会

議をやっていまして、なかなか地域で名簿を受け取って、災害時に動

く体制を作ろう、という話になっていないと思います。そことの調整

をしないとこれは実現できないのではないか、と考えておりますが、

それはいかがですか。 

（介護保険課長）まず周知の方向についてお答えします。今現在も周知

自体の取組は行っていますが、基本的には広報、それからホームペー

ジ、介護の事業者さんの関係であれば、登録をいただいている事業者
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さんとつながっている専用のメールがございます。そこで一斉配信を

しながら情報を提供するということもあります。 

基本的にはそちらの媒体を使いながら周知の充実に努めていきたい

とは思っていますが、新たな取り組みなど、力を入れたい取組があれ

ば、タウン誌などもありますので、そういったもので情報提供しなが

ら周知の充実に努めていきたいと思っております。 

（鈴木孝幸委員）そうすると、確かに今おっしゃった中で、高齢の方た

ちには難しいところがあるのではないかと思いました。というのはホ

ームページでよく一般的に出されたりするのですが、ホームページが

見に行ける６５歳以上の高齢者ってどれぐらいいるのだろう。 

若い人たちとのいわゆるデジタルデバイドというか、その辺のとこ

ろがなかなか難しいというところだと思います。先ほどおっしゃった

タウン誌などの、そういった紙媒体の充実ですとか、あとコミュニテ

ィセンターなどを丁寧に回っていただいて、そういったところでの実

際の説明をするというようなことを計画してみてはいかがかなと思い

ます。 

（介護保険課長）ありがとうございます。参考にさせていただきなが

ら、自治会の回覧もありますので、そういったものも活用しながら周

知していきたいと思います。 

（福祉長寿課長）先ほど災害時避難行動要支援の件ですが、なかなか現

状として座間市、鈴木委員のおっしゃる通り、名簿をなかなか受け取

っていただけないということが実態としては確かにあります。 

ただ、我々が自治会さんの方に出向いて説明会を開いて、あるいは

今の会長さんも非常に積極的にやっていただいているので、まだまだ

半数パーセンテージとしては５０パーセントにはいってないところで

すけれども、４０数パーセントまでは受け取っていただきまして、今

後もまたそれは引き続き我々も努力はしていきたいな、と思っており

ます。 

今回この中で災害時避難行動要支援者支援、出てきていますけれど

も、先ほど子供がお年寄りのところに行ってゴミ出しのお手伝いをす

るとか、そういったところにつながってくる話かなと思っておりまし

て、あくまでも座間市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画

の中で考えるとすると、災害時避難行動要支援者支援は一つの切り口

なのかなと思っていまして、先々はお年寄りなり、災害弱者といわれ

る方々が確かに対象になってはいるんですけれども、ここに書いてあ
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る地域包括ケアシステムに向けての一歩かな、と思っております。 

もちろん今回こういうものでも話題としてあったことについては、

避難行動要支援者等の協議会でも共有していきたいと思っておりま

す。 

（鈴木孝幸委員）参考でよろしいですか。 

今の参考なのですが、平塚市だったと思うのですけれども、中学生

が災害時に自分の地域の要援護者のところに行く、という仕組みを作

っているところもあるので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょう

か。 

（会長）今だいぶ御意見が出てまいりましたが、まだその他に御意見・

御質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 

（鈴木孝幸委員）確かに、高齢者保健福祉計画なので、障害のある方た

ちの記載が一行もないのですが、６４歳から６５歳に、いわゆる介護

保険の対象となった障がいのある人たちが、どのようになっていくか

というところは、どの程度のボリュームかはわかりませんが一つ入れ

ておく必要があるかな、と思います。というのは、例えば、総合支援

区分で行くと結構高いのに、介護保険の認定調査だと非該当になって

しまうというような、調査のギャップのようなものが出てきたりする

と、普段受けられていたサービスがなかなか受けられない。 

確かに国の社会保障審議会とかでは障がいのある人たち６４歳まで

サービスを受けていれると、それは減らさないように、という方向性

は出てはいますが、それだけではなくてやはり、介護保険を使える人

は介護保険を使った方がいいとは思うので、その辺のところの障害の

ある人たちの項目を一つ入れていただけるといいかな、と思います。 

（会長）御意見が出てますが、事務局の方では、いかがですか。 

（介護保険課長）障害の方と介護保険の境目のお話をいただきましたが

今回の制度改正の中では共生型サービス事業の整備というところが新

たに入ってきています。それは今まで障害のある方が受けていたサー

ビスが介護保険の対象になることによって介護保険の給付の方に切り

替わるということでサービスを受ける施設が変わってしまうといった

形で今まで築いてきた信頼関係がまた一から介護の方で始まってしま

う。そういったことがないように、一つの事業所で障害のサービスと

介護のサービスが受けられるように、という制度の内容も盛り込まれ

ています。これについても対応して参りたいと思っていますので、こ

れについては計画の中で文言として記載はされているかと思います。



- 15 - 

Ｐ１９になります。 

（鈴木委員）今おっしゃったのは、事業所の話。制度の話とは違うかな

とは思うが、お話の意味はよくわかりました。 

（尾崎委員）介護保険課長からお話しいただいたところでありますが、

介護保険の改正については先月末ぐらいから今月のはじめにかけて審

議会の方で審議されているようで、ネットの方で資料が挙がっている

のを見させていただいたところです。 

私も共生型サービスというのは非常に興味があるところで、どのよ

うな形になるのか知りたいな、と思ったのですが、介護の方で来られ

ていて障がいをお持ちの方もデイサービスに来られたりしますので、

ネットに上がっている資料は介護保険制度の加算のからみの中での書

類資料になっていましたので、どんなものなのかがよく見えなかった

のですが、また情報提供ありましたら早めにいただければありがたい

です。 

今後の方向性として、介護福祉施設においても障害の方を受け入れ

ていくのか、または逆に障がいの施設で介護認定をお持ちの方を継続

利用していくのか。障害の方は障害の方、介護の方は介護の方と色分

けするのはよくないとは思うのですが、やはり認知症の方と障害の方

というのはベースとなるメンタルや認知能力など、色々なことが違う

ので介護の仕方というのも現場で変わってくると思います。ただ受け

入れは柔軟的にやっていかないといけない。社会的な資源として、高

齢の施設はたくさん作っていただいてありがたいが、障害の方の施設

はなかなか足りない、と聞いてますので、受け入れのキャパの中では

障害も、介護も、同じように受け入れられるようになればいいかな

と。それがこの共生に当たるのかな、と考えておりました。 

今後も情報提供ありましたら、早めにお願いします。 

（堀委員）人生１００年といわれているところを考えると、健康づく

り、生きがい社会の推進、生涯学習、生涯スポーツの推進で、高齢者

に呼びかけるときに、自分が保健師なのでよくお話しするときには、

みなさん７５歳まではどんな形でもいいから働いてください、と言わ

せていただいてます。 

前期高齢者は自分たちの先輩の高齢者の面倒も見ましょう、みたい

なことを言わせていただいていることがあります。そのようにしてお

互いに助け合っていかないといけない、というところがあるので、

「働く」という言葉を入れて欲しいと思いました。 
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これから在宅での看取りも増えていくのかな、と思うので在宅医療

推進の流れの一環として在宅での看取りというのも入ってきます。そ

れが自然に、人が死ぬって自然なことだし自然に死ぬってどういうこ

とという話に繋がるのではないかとも思います。入れにくい話ではあ

るのですが。「働く」という言葉は入れてほしいと思ったので御検討

ください。 

（介護保険課長）ありがとうございます。御意見として承らせていただ

いて、可能な限り計画に反映してまいりたいと思います。 

（副会長）第７期の介護保険計画の素案のところで具体的なものは出て

いませんけれどもアンケートなどを示していただいて、７回目になっ

てくるとだんだん具体的な指示も出てきますけれども、厚みを帯びて

くる。特に今日はクロス集計版なども出ています。今度は、こういっ

た資料を計画に活かして、反映していただきたい。 

あと各委員からも色々な意見出ましたけれども、すべてが取り入れ

られるとは思っておりません。取り入れられることを一つ一つ具現化

していただきたいと７期の計画には期待したい、と思います。 

（会長）皆さんから御意見いただきました。議題⑴についてはよろしい

でしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

ありがとうございました。終了とさせていただきます。 

ここで時間を約５分間休憩をいただき、説明員の交代をしていただ

きます。 

 

≪休憩・説明員の交代≫ 

 

（会長）それでは、「議題⑵座間市障害者計画第五期障害福祉計画・第

一期障害児福祉計画の策定」について、事務局から説明を願います。 

 

≪障がい福祉課説明≫資料⑸に基づき説明 

・ 平成２９年３月１日付けで厚労省から障害者計画、障害児計画に係る

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施の確保のため

の指針が発出された。津久井やまゆり園の再生基本構想の検討をした

都合により、県の計画の着手が遅れ、県の成果目標が示された後、１
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１月に入ってから市の計画策定にあたることとなった。 

・ 障害者計画第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画について

平成１８年の第一期から数え、第五期は平成３０年度から３２年

度までの３か年の計画となっている。 

・ 障害者計画は障害者基本法、障害福祉計画は障害者総合支援法に

基づいて策定する。 

・ 障害者手帳保持者２０００名にアンケート調査をした、８つの障

害者団体と市内の障害者事業所のうち利用者多い事業所８つ計１

６の団体の代表が集まる障害者計画作業部会、庁内の関係課で構

成された庁内策定委員会を発足した。アンケート、障害者計画作

業部会、庁内策定委員会で障害者の計画の意見集約を行った。 

・ 障がい福祉に特化した協議会である地域自立支援協議会で計画の

評価、進行管理、見直しを行っている。 

・ 座間市地域保健福祉サービス推進員会では、計画の全体的な調

整、諮問答申を行っていただく。 

・ １１月に作業部会の１６団体から個別のヒアリングを行った。 

・ １月１８日～２月１６日にパブリックコメントを行いたい。パブ

リックコメント実施前に計画案を委員の皆様にお渡ししたい。本

日の会議ではパブリックコメントに出す案のたたき台を提示し、

委員からの意見をいただきたい。 

・ 障害児福祉計画について、国からは障害者計画と一体として作成

して良い、と基本方針が出ている。 

・ 章立ては、第一章が計画の概要、第二章が障害者の現状、第三章

が障害福祉の課題、第四章が計画の考え方、第五章が障害者計

画、第六章が障害福祉計画、第七章が計画の推進及び評価、とな

っている。 

・ 第一章、現在までの法整備経過、時代背景をまとめた。特に障害

者差別解消法、障害児福祉計画の義務化、津久井やまゆり園の事

件について触れている。 

・ 第二章、手帳の交付数等をまとめた。障害者数は横ばいとなって

いる。 

・ 第三章、地域移行の基盤整備、安全・安心の確保、サービス・教

育環境の充実、の３つの課題に整理した。 

・ 地域以降の基盤整備については、差別解消法の施行等により、障

害者の理解は進んできていると認識していたが、障害者当事者や
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事業者の意見を聞いたところ、不十分との意見があったので課題

としてあげた。 

・ 安全・安心の確保については、避難行動要支援者制度の普及に向

け地域の担い手となる関係機関・団体と協議を重ねているが、同

制度を理解していない方が多いので今後の課題としたい。サービ

スの利用計画案の作成が困難ケースへの対応や現状の相談員のス

キルにばらつきがあるので、基幹相談支援センターの設置を課題

として挙げた。 

・ サービス教育・環境の充実については、障がいの早期発見・療育

の重要性から障がい児教育を課題とした。平成３０年に法改正が

あることを受け、新たなサービスの活用も課題とした。 

・ 第四章、基本理念は前回策定した計画と変わらない。計画は、４

つの基本目標、８つの施策、２１の取組で構成されている。 

・ 第五章、２９課が参加した庁内策定委員会で協議をして計画を作

成した。それぞれの課で過去３年間の評価をし、今後３年間の目

標設定をした。 

・ 第六章、平成２９年度は見込み値として第四期計画に対しての実

績を記載した。平成３２年度の成果目標は、国から示された基本

方針に原則従ったものとなっている。地域移行については、津久

井やまゆり園の再生基本構想の３つの柱の一つとして地域生活移

行の促進、を挙げ、県が地域移行を促進する姿勢を見せているの

で、市としても地域移行を促進することを示した。 

 

（会長）ありがとうございました。 

内容について説明がありましたが、この件について御意見、御質問

のある方はいますか。 

当日いきなり資料を出されたので、事前に見ていないのでわからな

い部分がありますが。 

（障がい福祉係長）パブリックコメント前に計画案を改めてお送りして

御覧いただきたいと思っています。 

（副会長）関係団体・機関からなる作業部会を作ったのは、非常に良い

着眼点だと思います。個人的なことになるが、私共の職員も参加し、

計画に対する認識が新たになった。計画で周知と書いてあるが、周知

の前に参加いただきながら、皆で一緒に計画を作っていくことも一つ

の周知になるのではないかと思います。 
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（鈴木孝幸委員）地域移行とあるのですが、色々な障害に対して、知的

障害だけでなく片麻痺の方であったり、若年で障害になった方であっ

たりといった方のためのグループホーム等が必要だと感じており、そ

ういったところの支援策を加えた方が良いと思うのが一点目です。二

点目として障害のある児童について、保護者が働いているときは、学

童ホームの対応かと思います。いわゆる日中一時でみるのが良いの

か、放課後デイが良いのか、それぞれ目的が違うと思います。ですか

ら、教育分野との関わりが必要かと思います。三つ目は、教育分野の

中で特別支援学級に行っている児童・生徒の支援について、専門的な

ところが必要なので、そのあたりを入れたら良いかと思います。 

（障がい福祉課長）三つ目の意見は、特別支援学級への支援が必要とい

う事でしょうか。 

（鈴木孝幸委員）そうです。教育委員会のマターかと思うが、計画の中

で教育という言葉が出ていたので、意見を出させていただきました 

（障がい福祉係長）グループホーム、前回の四期でも、今回の五期でも

どこへ行ってもグループホームを、と言われます。市も補助がないわ

けではないですが、県の補助がついている形のものでも、市も選択し

て選んでいるものがありまして、備品を買うときの補助、消防設備を

買う時の補助、合わせて１５０万円の補助をやっているのが一つ、さ

らに家賃助成も座間市はやっています。国もやっていますが、足りな

い分を補う形で補助をやっています。市でできることは、やっていま

すが、正直、横浜市、川崎市のような大きな市では、もっと手厚い補

助をしているのは事実でございます。今お話しした補助は継続してい

くつもりでいます。作ると言う事であれば、民間活力を利用すると計

画には載せているが、出来る限り相談には乗っていきたい、と思いま

す。 

（堀委員）保健福祉事務所で精神障がい者の関係で、地域包括ケアシス

テムの会議をやろうと、年度末に考えようとしているのですが、先ほ

ど鈴木委員がおっしゃったように、地域移行となるとグループホーム

しかないなというところで、そのグループホームも高齢者のように人

が手厚いと良いな、と思うのですけれども、やはり障がいのグループ

ホームは人が少ないですよね。精神障がい者の方など日中どこかで活

動できれば良いが、なかなか活動できないです。退院して間もないと

よくできないし、衣食住がままならないし、お薬をきちんと飲むとい

う事をしていかないといけないとなると、職員の手当ても手厚くない
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と、現実的に見ると地域移行って難しいな、とすごく思うところで

す。対象者のひとりひとりが多様化しているので、そのひとりひとり

に合わせたサービスでないと対応できない時代になっている、と思い

ます。画一的なもので、という時代ではなくなってきているので、や

るからには頑張って手厚くしてあげて、全部が同じ形でなくて良いの

で、自立支援の計画をしっかり見せた上でこの期間は手厚くするけれ

ども、あとは自立して頑張ろうね、という方法論を出していかないと

難しいな、という思いがとてもしているので、グループホームだけは

職員の手当てを厚くしていかないと、その先の自立、そのあとのひと

りで暮らすというところまで行かない気がします。 

今、精神援護寮も少ないですよね。厚木のヴァルトハイムぐらいし

かないので、自立をさせるという方法論がなかなか難しいということ

も考えるとグループホームの人に対して手厚くというところをぜひ計

画にも載せていただきたいと思います。 

（障がい福祉係長）精神のグループホームは２～３か月前に座間も一つ

立ち上がりました。カウンターに所長が良く見えられるので、話を聞

いてみたいなと思っており、軌道に乗っているかな、というところで

すが、マンションでサテライト型と言いますか、管理人室が別の部屋

にあって、隣の部屋もしくは三つ隣の部屋とぽつぽつぽつと部屋があ

って、何かあれば管理人室で食事等をとることもできますが、基本は

ひとり暮らしというのもグループホームの一つだと、県の方からもあ

りましたし、私も意見書を書きましたが、これがうまくいけば、どん

どん行けるのではないかと思っています。そのマンションは大きくて

５０世帯位あるのですが、そのうちの５部屋ぐらいを借りてグループ

ホームにする、周りには一般の方もたくさんいます。 

（副会長）今までの知的などがマンションでやっている、家庭用のちょ

っと広間のマンションを一部屋ごとに区切っているのとは違うもので

す。 

（障がい福祉係長）軽度の精神の方が入っていて、私も今後が楽しみに

しているので、情報もっと入れば、と思っています。 

また、県の方で新しい課が、津久井やまゆり園の関係でできてい

て、その課から何度も電話がかかっているのですが、来年は本格的に

グループホームをやるので、重度の障がい者の方が入られるグループ

ホームにどんな課題があるか、どんどん聞かれています。本格的にや

っていくとのことなので、その動向があれば、お知らせしたいと思っ
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ていますし、積極的に参加したいと思っています。 

（鈴木孝幸委員）グループホームについてですが、重度の人ほど支援し

ていかなければならない区分があって、ショートステイの一泊の単価

が区分の軽い人は１万８千円くらい、重度の人は２万４千円くらい、

それが３人くらい泊まっていたら結構いけますが、ところが、グルー

プホームはそんなに補助金が出ていません。これは、市の問題ではな

く、国の制度の問題で、ショートステイばかり渡り歩いて、グループ

ホームへ入られるでしょう、という人たちがそうやってお金が回って

います。そこを考えたら、グループホームに加算をしてグループホー

ムに入られるようにした方が、全体としての経費は浮くと私は思いま

すが、その辺りを国は施策をしていません。田中副会長いかがです

か。 

（副会長）堀さんの質問に遠入さんの補足をしますと、神奈川県もグル

ープホームについて横出しをしています。国の報酬単価だけでは、グ

ループホームは運営できません。だから神奈川県が横出ししているの

は事実です。市町村がさらに加えて横出しをしています。 

鈴木さんがおっしゃったことで一つ間違いがあったのは、ショート

ステイが高いというのは、グループホームと比較すると高いですが、

区分にもよりますが、２万いくらまで高くはないです。 

神奈川県が絶対的にやらなくてはならないことで、未だに何十年も

できていないことですが、神奈川というのは９００万人県民がいて、

６００万人県民の３分の２は政令指定都市、横浜、川崎、相模原に住

んでいます。３分の１しか県域の県民はいません。そこのところの格

差是正を神奈川県がやらなくてはなりませんができていません。だか

ら、４７都道府県の中でも政令指定都市が多くて、人口の３分の２が

政令指定都市が抱えているという特性があります。いわゆる自立支援

法の段階では、国の制度について政令指定都市は国の負担が２分の

１、政令指定都市の負担がが２分の１で国の事業が運営できましてい

ました。それ以外の市町村は、国が５０パーセント、県が２５パーセ

ント、市町村が２５パーセントでした。障害者総合支援法が２００６

年にスタートした段階で、大都市特例が撤廃されたことによって、他

の市町村と同じだけ大都市の負担が少なくなりました。相模原は、２

００６年当時に私の試算だと１２０億の障がい者施策の費用が浮いた

わけです。だから横出しをすごくできたのです。 

（会長）細かい説明いただきありがとうございました。他に何かある方
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いらっしゃいますか。 

（障がい福祉課長）この障がい者計画は、色々な関係機関から意見を聞

いたことについてお褒めの言葉もありましたが、それを受けて座間市

独自にどうやっていくか、ということは今もまだ迷っていて、それを

計画にどうやって載せていくか、読み込めば読み込むほど、すごく難

しい話でジレンマを抱えながら、係長にまとめてもらっています。予

算措置の問題もありますし、その辺を踏まえて、将来を見越して座間

市としてはやっていきたい、と思っています。先ほどから地域移行が

障がい福祉の次期計画の中でも大きなテーマの一つだと思いますが、

それをするために何が必要か、と考えますと、当然お金も必要です

が、人もすごく大事だと感じていて、なかなか福祉の業界で定着して

育成をしていくのがすごく難しいところなので、ぜひ県にその辺はお

願いしたいところだとも思っています。何よりもそこが一番大事です

が、人を地域の中で育てていくことがすごく難しい話だと思いますの

で、いろいろな関係機関と協力しなければならない、と思っていま

す。そういったものを含めた形で未来志向のものをまとめられれば良

いな、と思っております。中身を事前に示せず、申し訳ないですが、

今のような御意見をまたメールや電話でも頂ければ、と思っています

ので、よろしくお願いします。 

（会長）議案⑵について、御意見がいろいろ出ましたが、一定の回答も

ありました。この議案については、これで終結としたいと思いますがよ

ろしいでしょうか。 

≪異議なし≫ 

（会長）それでは、進行を事務局にお返しします。 

（事務局）議題⑶ その他ですが、今後のスケジュールについて説明し

ます。 

（福祉長寿課長）今後の予定ですが、座間市高齢者保健福祉計画・第７

期介護保険事業計画のパブリックコメントは１２月２２日～１月２２

日、座間市障害者計画・第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画

のパブリックコメントは１月１８日～２月１６日となっていることか

ら、その結果を取りまとめて、２月下旬に地域保健福祉サービス推進

委員会に諮問して答申という形になります。年明けに会議の開催案内

をしますので、よろしくお願いします。 

（事務局）以上を持ちまして、本日の会議の議題は終了しました。長時

間にわたる御審議ありがとうございました。以上を持ちまして、本日
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の座間市地域保健福祉サービス推進委員会を終了させていただきま

す。 

 


